
新型コロナウイルス感染症の

令和５年10月以降の

医療提供体制等について

令和５年１０月３日
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６13
確保病床数

（フェーズ４）

確保病床内

入院患者数 123

２０.1％
確保病床

使用率
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感染者発生状況（定点・週次）

（2023/5/1～までは、インフルエンザ定点医療機関からの報告を活用）

定点医療機関からの報告数（左軸） コロナ定点医療機関からの報告数（左軸） 定点医療機関あたり報告数（右軸）

※2023/5/1～までのデータについては、これまでのHER-SYSデータについて、インフルエンザ定点医療機関からの報告数を抽出・集計し、定点サーベイランスを行っていた場合に想定される報告数を掲載している。これにより、2023/5/8～以降のデータとそ
れ以前のデータをある程度比較可能なものとしている。なお、定点医療機関数は１１０で計算している。
※2023/5/8～から2023/5/29～の期間は定点医療機関数１１2で計算。2023/6/5～から2023/6/19～の期間は定点医療機関数１１３で計算。2023/6/26～以降は定点医療機関数１１2で計算。2023/7/31～は定点医療機関数111で計算。
2023/8/7～は定点医療機関数109で計算。 2023/8/14～以降は定点医療機関数１１2で計算。2023/9/4～以降は定点医療機関数１１3で計算。2023/9/１８～以降は定点医療機関数１１２で計算している。

R５.９.27時点

本県の感染状況・入院状況

感染者数は直近ではやや減少傾向。確保病床への入院患者数は多くはない。



「移行計画」と現状

3

※計画提出時点の内容
（微修正の可能性あり）

移行方針
✔外来医療体制：幅広い医療機関が新型コロナ患者の診療に対応する体制へと移行する

✔入院医療体制：今後、全病院で対応することを目指す

第８波最大 移行後（5/8以降） 移行後（10月まで） 移行後（10月以降）

確保病床内での入院患者数607名

確保病床外での入院患者数１５７名

確保病床数９０６床

確保病床数６８４床

確保病床内での入院見込み患者数
４７９名

確保病床外での入院見込み患者数
４９６名

第８波入院実績の
1.3倍の入院患者を想定

第８波入院実績の
1.3倍の入院患者を想定

入院見込み患者数９７５名
※上限を定めているわけではない

病診・病病連携での
入院促進

緊急フェーズ廃止による
確保病床の減少

動画資料を活用した
受入れ促進

確保病床に限らない
入院促進

確保病床の
段階的減少・廃止

動画資料を活用した
受入れ促進

確保病床の
段階的減少・廃止

R5.1.6
入院患者 632名

入院医療機関数 52

R5.8.29
入院患者 633名

入院医療機関数 102

幅広い医療機関での受入れが進んでいる。現状① 現状②

５類移行前における
感染拡大時

この夏の
感染拡大時

この夏の
感染拡大時

R5.8.22

確保病床内入院：２５４名（全体の５１％）

R5.8.22

確保病床外入院：２４７名（全体の４９％）

確保病床に限らない受入れが行われている。

概ね１：１の比率
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10/1

国方針 ： 「移行計画」を見直し、その期間を令和６年３月末まで延長

県対応：幅広い医療機関による対応を進め、通常の医療体制での対応に移行

「移行計画」の見直し

医療機関
（外来）

かかりつけ医、もしくは
《外来対応医療機関》
※県HPで公表

かかりつけ医、もしくは《外来対応医療機関》
※県HPで公表
対応可能医療機関のさらなる拡充を進める

医療機関
（入院）

確保病床に限らない
入院対応

確保病床に限らない入院対応を
さらに進める。確保病床はその対象を重点化

病診・病病連携による入院先決定の継続
（通常の連携による対応）

入院調整
病診・病病連携による
入院先決定

見直し後の「移行計画」を10月中に国に提出
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令和５年10月以降の対応

入院医療

外来医療

受診・相談ダイヤル
療養者相談ダイヤル

高齢者施設等への支援

治療に係る公費負担

・「移行計画」を延長し、確保病床に限らない入院患者の受入促進等を更に進める
・対象等を重点化した上で確保病床の仕組みを継続

・外来対応医療機関による診療体制を継続するとともに、さらに拡大

・今年度末まで取組を継続
・発熱等の症状がある場合の受診先の案内や、自宅療養中の不安等に対応

・高齢者施設、障害者施設の職員等に対して月8回の検査実施を継続
・保健所と連携して、クラスター発生施設に感染症医療支援チームを派遣（継続）
・往診可能医療機関を１２６機関登録（R５.９.１９現在）

・国方針にあわせて対応（全国一律の対応）
・コロナ治療薬は、一定の自己負担を求めつつ公費支援を継続
・入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則１万円に
見直した上で、公費支援を継続

医
療

相
談
・支
援

医
療
費
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県民の皆様へのお願い

○ 「移行計画」により通常の医療体制による対応に移行します。
○ 引き続き、医療が必要な方に医療が提供される体制を維持します。

○ 「受診案内・相談ダイヤル」「療養者相談ダイヤル」を継続します。
○ 重症化リスクの高い高齢者施設等への検査等の取組を継続します。

◆ 基本的な感染対策とワクチン接種の検討をお願いします。
・医療機関や高齢者施設でのマスク着用など、基本的な感染対策の取組へのご協力を
お願いします。

・ ９月20日から、XBB対応ワクチンの接種が始まりました。高齢者や基礎疾患のあ
る方は、接種の検討をお願いします。


